
募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職

くらしの情報

お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト

地
域
で
の
見
守
り
活
動
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　

市
で
は
高
齢
者
見
守
り
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
事
業
と
し
て
高
齢
者
の
安

心
・
安
全
な
地
域
づ
く
り
の
た
め
、

地
域
全
体
で
の
見
守
り
活
動
の
体

制
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

地
域
で
活
動
し
て
い
る
配
達
業
者
、

電
力
・
ガ
ス
会
社
、
金
融
機
関
等

35
か
所
の
事
業
所
と
協
定
を
結
び
、

地
域
内
で
の
見
守
り
体
制
の
強
化

を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
う
し
た
取
組
だ
け
で
な
く
、

さ
り
げ
な
い
見
守
り
・
声
か
け
に

ご
協
力
を
い
た
だ
け
れ
ば
、
地
域

の
高
齢
者
が
孤
立
せ
ず
に
、
住
み

慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し

続
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
の

で
、
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

見
守
り
の
中
で
気
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

高
齢
福
祉
課

　

☎（
32
）８
９
０
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と
な
り
ま
す
。

■
申
請
場
所

・
高
齢
福
祉
課

・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
こ
く

ぶ
ん
じ

・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
い
し

ば
し

・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
み
な

み
か
わ
ち

■
申
請
方
法

　

印
鑑
、
下
野
市
お
で
か
け
号
登

録
証
、
身
分
証
明
書
（
年
齢
が
確

認
で
き
る
も
の
）
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

※
代
理
申
請
も
可
能
で
す
。
そ
の

際
は
、
代
理
者
の
印
鑑
も
あ
わ
せ

て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■
申
請
受
付
開
始
日

　

３
月
12
日
㈪

※
利
用
開
始
は
４
月
１
日
㈰
か
ら

に
な
り
ま
す
。

■
利
用
券
の
交
付

　

申
請
内
容
を
審
査
し
た
後
、
郵

送
に
て
交
付
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

高
齢
福
祉
課

　

☎（
32
）８
９
０
４

高
齢
者
の
方
に
デ
マ

ン
ド
バ
ス
利
用
券
を

交
付
し
ま
す

　

電
車
・
バ
ス
等
の
交
通
機
関
を

利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
高
齢
者

の
方
に
対
し
て
、
外
出
支
援
と
社

会
参
加
の
拡
大
を
図
る
た
め
、
デ

マ
ン
ド
バ
ス
「
お
で
か
け
号
利
用

券
」
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
分
の
利
用
券
を
次

の
と
お
り
交
付
し
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
に
申
請
さ
れ
た
方

も
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
４
月
以
降
、
平
成
29
年

度
の
利
用
券
は
ご
利
用
い
た
だ
け

ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
交
付
対
象
者

　

市
内
に
住
所
を
有
し
、
平
成
31

年
３
月
31
日
㈰
時
点
で
、
満
75
歳

以
上
の
方
で
、
デ
マ
ン
ド
バ
ス
利

用
登
録
済
の
方
（
未
登
録
の
方
は

申
請
時
に
受
付
し
ま
す
。）

■
交
付
枚
数

　

利
用
者
１
人
に
対
し
10
枚
を
交

付
し
ま
す
。

※
乗
車
１
回
に
つ
き
１
枚
を
使
用

し
ま
す
。

■
有
効
期
限

　

交
付
日
か
ら
平
成
31
年
３
月
31

日
㈰
ま
で
。

※
１
年
間
利
用
で
き
る
「
お
で
か

け
号
利
用
券
」
の
交
付
は
年
１
回

■
申
請
受
付
開
始
日

　

3
月
19
日
㈪

※
利
用
券
は
、
4
月
1
日
㈰
か
ら

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
ご
利
用
に
あ
た
っ
て

・
利
用
券
は
、
未
就
学
児
の
保
護

者
（
申
請
者
及
び
申
請
者
と
同
一

世
帯
の
方
に
限
り
ま
す
。）
が
、

未
就
学
児
と
と
も
に
デ
マ
ン
ド
バ

ス
を
利
用
す
る
場
合
に
の
み
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
複
数
の
保
護
者
が
同
時
に
乗
車

す
る
場
合
は
、
人
数
分
の
利
用
券

が
必
要
で
す
。

・
未
就
学
児
は
無
料
の
た
め
利
用

券
は
不
要
で
す
。
た
だ
し
、
未
就

学
児
が
乗
車
す
る
に
は
保
護
者
の

同
伴
が
必
要
で
す
。

・
利
用
券
は
再
交
付
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

・
利
用
券
の
有
効
期
限
は
平
成
31

年
3
月
31
日
㈰
ま
で
で
す
。

※
4
月
以
降
、
平
成
29
年
度
の
利

用
券
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

こ
ど
も
福
祉
課

　

☎（
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９
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３

未
就
学
児
を
持
つ
保
護

者
に
デ
マ
ン
ド
バ
ス
利

用
券
を
交
付
し
ま
す

　

子
育
て
世
帯
の
外
出
を
支
援
す

る
た
め
未
就
学
児
を
持
つ
保
護
者

の
方
に
「
デ
マ
ン
ド
バ
ス
（
お
で

か
け
号
）
利
用
券
」
を
交
付
し
て

い
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
分
の
申
請
を
3
月

19
日
㈪
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
に
申
請
さ
れ
た
方

も
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

■
交
付
対
象
者

　

市
内
に
住
所
を
有
し
、
未
就
学

児
を
持
つ
保
護
者
の
方
で
、
デ
マ

ン
ド
バ
ス
利
用
登
録
済
の
方
（
未

登
録
の
方
は
申
請
時
に
受
付
し
ま

す
。）

※
デ
マ
ン
ド
バ
ス
の
利
用
登
録
は

利
用
す
る
方
全
員
（
未
就
学
児
を

含
む
）
分
が
必
要
で
す
。

■
交
付
枚
数

　

1
世
帯
に
つ
き
10
枚
交
付
し
ま

す
（
年
度
内
有
効
）。

■
申
請
方
法

　

印
鑑
と
下
野
市
デ
マ
ン
ド
バ
ス

利
用
登
録
証
を
お
持
ち
の
う
え
、

こ
ど
も
福
祉
課
窓
口
ま
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

※
利
用
券
は
後
日
郵
送
し
ま
す
の

で
、
ご
利
用
希
望
日
の
1
週
間
前

ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
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